
【測定指標】

目標年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

前年度比減 前年度比減 前年度比減 前年度比減 前年度比減 前年度比減 前年度比減

802 845 測定中 - - - -

【達成手段一覧】

令和元年度

1
産業保安等技術基準策定
研究開発等

845の内数 平成21年度 2

3-3 産業保安・
危機管理
6-3　電力・ガ
ス

0079

2 ガス事業法の適切な運用 - 昭和29年度 2 - -

3
電気用品安全法の適切な
運用

- 昭和36年度 2 - -

4
液化石油ガスの保安の確保及
び取引の適正化に関する法律
の適切な運用

- 昭和40年度 2 - -

5
消費生活用製品安全法の
適切な運用

- 昭和48年度 2 - -

７　生活安全

7-1　製品安全

製品事故の拡大・再発防止から未然防止にいたるまで、幅広く事故防止が図られる環境を構築する。達成すべき目標
消費生活用製品安全法第１条において「一般消費者の生命又は身体に対する危害防止を
図る」と規定されている。

令和元年度

製品安全関係４法を着実に実行するとともに、事業者・消費者の製品安全に関する自主的な取組を促進する。

目標設定の
考え方・根拠

施策の概要
政策体系上の

位置付け

施策の予算額（執行額）
（百万円）

測定指標

0
※（項）産業保安・危機
管理費の内数として

行っている

29年度

基準値

基準年度

重大製品事故を減少させることが製品安全行政の主たる目的であるため。-前年度比減

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠測定指標 目標
目標年度

1,077 24年度重大製品事故の報告件数

令和元年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名

（経済産業省31-7-1）

担当部局名 産業保安グループ製品安全課 令和2年8月政策評価実施予定時期

製品安全関係４法の執行状
況

製品事故防止を目的とする製品安全関係４法の執行状況を測定指標とすることで、施策の達成状況を確認することができる。
試買テストの実施によって、市場に流通する製品の安全性を確認することができる。

製品安全関係４法の着実
な執行（試買テストの実
施、立入検査、報告徴収
等）

1

消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品について、技術基準を定め、
製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する措置等を講じる法律。

液化石油ガス器具等について、技術基準を定め、製造及び販売を規制する法律。

- -

- -

- -

- -

2

目標値
測定指標（項目）の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根

拠

30年度

0
※（項）産業保安・危機
管理費の内数として

行っている

年度ごとの実績値

年度ごとの目標値

電気用品について、技術基準を定め、製造及び販売を規制する法律。

0
※（項）産業保安・危機
管理費の内数として

行っている

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

-

31年度

平成30年
行政事業
レビュー
事業番号

関連する
指標

再掲達成手段の概要等

調査研究を通じて得られたデータを元に合理的な技術基準を策定することは、産業保安のスマート化を実現し、関係産業にお
ける安全性が向上するため、事故・災害の防止につながっていく。

115の内数
（108）の内

数

600の内数
（540）の内

数

達成手段

ガス用品について、技術基準を定め、製造及び販売を規制する法律。

開始
年度

予算額計（執行額）
（百万円）

29年度 30年度


	事前分析表

